
⑥ 大和市障害者自立支援センター（すずらんの会） 

相談日：月～土曜日 ９：００～１７：００ 

住所：大和市鶴間１－１９－３ 

TEL：０４６－２６５－５１９８ 

FAX：０４６－２６０－０２３８ 
https://www.suzuran.or.jp/jiritsuyamato/jiritsuyamato.html 

⑩ サポートセンター花音（県央福祉会） 

相談日：月～金曜日 ８：３０～１７：３０    

住所：大和市柳橋５－３－１６ ふきのとう向生舎内 

TEL：０４６－２６８－９９１４ 

FAX：０４６－２６７－０４５４  

http://www.tomoni.or.jp/ 

⑤ ワン・ピース相談支援センター 
（サポートハウス ワン・ピース） 

相談日：月～金曜日 ９：３０～１８：３０  

住所：大和市下鶴間２７７７－５ コンフォール鶴間 1 階 

TEL：０４６－２８３－２６４４ 

FAX：０４６－２０８－２６４４  

https://www.onepiece-yamato.org/ 

 

⑨ サポートセンター桜の木（サポートセンター桜の木） 
相談日：月～金曜日 １０：００～１６：００ 

住所：大和市中央７－４－４ 

TEL：０４６－２０７－２１４９ 

FAX：０４６－２０７－２１４９ 

② らいおんハート福祉ケア支援事業所大和 
（医療介護ケア協会） 

相談日：月～金曜日 9：００～１８：００  

住所：大和市南林間１－４－１５ 

TEL：０７０－１４０４－５１５９ 

FAX：０４６－２０４－８１５３ 

https://kids.lion-heart.co/ 

③ ほっとスペース（地域家族しんちゃんハウス） 
相談日：月～金曜日 １０：００～１６：００ 

住所：大和市南林間６－７－３ 

TEL：０９０－１２７２－５１７５ 

FAX：０４６－２１５－０３６９ 

https://shinchanhouse.com/hot-space/ 

⑪ ダンボ 桜ヶ丘（エフィラミライ株式会社） 

相談日：月～金曜日 １０：００～１８：００    

住所：大和市福田 2-3-12 ヴィラシャルマン１A 号室 

TEL：０７０－９２５０－４９１４ 

FAX：０４６－２０４－４９３８  

https://toiro-houkago.com/sakuragaoka/ 

 

 

① こそだちきょうしつ さといも園 
（株式会社創生塾） 

相談日：月～金曜日 ９：３０～１６：００    

住所：大和市中央林間９－３－３６水江ビル１F 

TEL：０８０－２９５５－９１９４ 

https://asobi.satoimo-en.info/about/ 

 

 

 

⑫ えみたすサポート（株式会社 NewValley） 
相談日：月～金曜日 ９：００～１７：００ 

住所：大和市渋谷５－１９－６ 

TEL：０４６－２００－８４０６ 

FAX：０４６－２００－８４０７ 

児童相談支援事業所 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 障害児相談支援事業第１松風園（大和しらかし会） 
相談日：月～金曜日 ８：３０～１７：００ 

住所：大和市西鶴間 3-9-19 エイワビル４階４０２号室 

TEL：０４６－２７２－００４０ 

FAX：０４６－２４０－０４２４  

https://www.oak.or.jp/ 

⑦ 相談支援事業所ワンステップ（ワンステップ） 

相談日：月～日曜日   【平日】  ９：００～１７：００ 

【土日、８月】１０：００～１６：００ 
 

住所：大和市西鶴間３－７－５ 

TEL：０９０－１７６８－２５２５ 

FAX：０４６－２０６－５２７１ 

https://onestepsmile.co.jp/ 

⑧ 相談支援事業所 ハビー大和（ウェルビー） 

相談日：火～土曜日 ９：００～１８：００ 

住所：大和市中央２－２－１ Y フロントビル４階Ⅰ 

TEL：０４６－２４０－８５９１ 

FAX：０４６－２４０－８５９２ 

https://www.habii.jp/class/kanagawa/yamato/ 

 

 

 

◇ 相談支援グリーンアイズ（Blue Zoisite） 
相談日：月～金曜日 １０：００～１８：００  

住所：相模原市南区東林間２－５－３－４０４ 

TEL：０９０－６１２４－８２７４ 

http://www.greeneyes.jp/ 

 

◇ アイラックサポート（楽育楽家） 
相談日：月～金曜日 9：００～１6：００  

住所：座間市東原４－２３－１３ 

TEL：０４６－２０６－５３７５ 

FAX：０４６－２０６－５３７６ 

http://ai-luck.or.jp/ai-luck-support/ 

 

◇ 相談支援ウイング（ウイング・グループ） 

※要事前連絡 
相談日：月～土曜日 １０：００～１７：００  

住所：東京都世田谷区宮坂３－１２－５タケベビル 3 階 

TEL：０８０－９４５２－０９５３ 

FAX：０３－５７９９－７４０９ 

https://soranotsubasa.com/consultation 

※ウイング南林間、ウイングやまと内での相談が可

能。 

要事前連絡。 

 

◇ ティーズ（Society With Dreams） 
相談日：火～日曜日 ９：００～１７：００  

住所：海老名市河原口１－１－７ 杉山ビル２０７ 

TEL：０７０－１４６４－４４８４ 

https://www.swd-ebina.com/ 
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相談は、無料です。 

● まずはお電話で、すくすく子育て課までご連絡ください。 

● 個人情報（秘密にして欲しいこと）は守られます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月発行（更新） 

 

 

 

 

     
 

 はじめに  

「児童相談支援事業所」は、相談支援専門員が児童発達支援や放課後等デイサー

ビス等を利用するために必要な「児童支援利用計画」を保護者の方々と一緒にお

作りしていくところです。 
 

 

※相談支援専門員はサービス事業所と保護者をつなぐ調整役で、対象児童が適切なサービスを受けられるよう

に支援計画を立てます。 

 サービスとは、児童発達支援（未就学児対象）、放課後等デイサービス（就学児（小学 1 年～）対象）、保育

所等訪問支援などを指します。日常生活の基本的動作の習得や集団生活の適応力をつける事や人とのコミュ

ニケーション力をつける事など、お子さんの発達に合わせながら自立した日常生活が送れるよう支援を受け

られます。 

児童相談支援事業所

お問合先 

大和市 すくすく子育て課 発達支援係 

大和市鶴間１－３１－７（保健福祉センター２階） 

TEL：２６０－５６７３ 

FAX：２６４－０２０２ 

相談支援専門員との面談。             （   月   日） 

 

 

相談支援専門員より児童支援利用計画（案）を受け取り（   月   日） 

保護者がすくすく子育て課に申請 

※放課後等デイサービス：18 歳以上更新の場合、利用者本人が申請者となります。 

すくすく子育て課より支給決定、受給者証の送付。 

保護者が相談支援専門員に連絡。 

相談支援専門員がサービス担当者会議を開催、児童支援利用計画を作成。 

 

保護者がサービス提供事業所と契約。サービス提供開始。 

 

（モニタリング）                （   月   日） 

一定期間後に相談支援専門員より利用計画が適切であったかを検証 

（   月   日） 

保護者が相談支援事業所を選んで連絡。相談日の決定。  

 

どんなサービスが 

受けられるのかを 

知りたい。 

大和市イベントキャラクター 

ヤマトン 

保護者がサービス提供事業所を見学。お子さんに合った事業所を相談支援 

専門員と相談し、決定。専門員が児童支援利用計画（案）を作成。 

 

発達がゆっくりなので、

子どもに合った指導を 

受けられる事業所を 

知りたい。 

サービスを受ける 

ためにプランを 

作ってほしい。 

 

大和市イベントキャラクター 

ヤマトン 


